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私は専門はまた別です

が、従来より医薬品の適正

使用と副作用被害防止の活

動に深く関与して来ました

が、現在は京都大学で新し

い医薬品の開発の責任を担

っています。日本が初めて

京都大学につくった探索医

療センター（トランスレー

ショナルリサーチセンタ

ー）で、大学の基礎研究等

で出てきた成果を医薬品に結びつける仕事をしています。

これまで莫大な科学研究費を投入しながらも大学からは本

当の意味での薬とか新しい医療技術はごくわずかしか出て

こなかった。本格的な薬を開発しようということで、私が

その責任者になりました。ですから新しい薬品を作り出

し、できるだけ早く患者さんのお手元に届けるようにする

ということが私の仕事です。

もうひとつ私はがんの専門でありまして愛知県がんセン

ターに２２年在職しまして２０００年４月１日付けで京都大学に

来ました。京都大学では薬剤疫学という全く新しい日本で

最初の講座を立ち上げました。この薬剤疫学という医薬品

の適正使用、それから副作用被害防止、平たく言えば薬害

防止の科学を立ち上げる、これは日本で初めてのことでし

た。ヤコブ病に関与することになったのは薬剤疫学の１期

生の院生が非常に熱血漢であり、今日お話しするスライド

はその貞池君が作ったものです。この１月１９日にちょうど

薬剤疫学５周年の記念シンポジウムがあり、彼の研究成果

がだされました。その貞池君が今奇しくも農林省におりま

して、将来 BSEと闘うことになるのでしょうけれども、

彼は薬害根絶ということを考えていました。彼はご家族に

薬害にあった方がいるということで、何か薬害を防止する

ことをしたいとテーマを探して、今起こりつつある薬害、

あるいはそういった被害を拡大しないために事前に察知し

てそれを防ぐようにと、彼が言い出したのはヤコブ病の発

生についてのことです。

これはある意味で人類が初めて、実際には２回目くら

い、はからずも行ってしまったとんでもない実験、大変な

過ちです。全てその時点の科学の水準と社会の仕組み・法

律・制度あらゆるものがここに集約されている訳ですが、

これらのデータを科学的に客観的に集めて評価して解析す

ることでしかこの病気の解明の糸口はたぶん得られないだ

ろうと思います。そういうことで彼が非常に熱心に情報を

集めていろいろ解析しました。ちょうど BSEがイギリス

で大騒ぎになっていた頃で有名な科学誌等では BSEの今

後の発症を予測する論文が１～２出ましたが、そういうこ

とをまだ日本ではやったことがありませんでした。ちょう

どヤコブ病の患者さんのホームページに過去のヤコブ病の

発症についてデータが公開されていました。端的に手術年

と発症年が患者さんについて全部わかれば今後患者さんの

数がどれくらい発生するかを予測することができます。つ

まり移植した硬膜の数がどれだけあるか事前にだいたい大

雑把にわかっていますので、そういうことから確率的に計

算してある程度の幅で予測することができる、そういう科

学的な統計学的・数学的な方法が適用できる。それをやっ

てみようということで、彼は一生懸命データを集めて、そ

の結果は国際的な雑誌、ニューロエピデミオロジー（神経

疫学）に２つ発表しました。ひとつは日本における異常な

硬膜移植ヤコブ病の発生の予測、具体的には２０００年以降２０

年の間に２１人～８４人の数で発症することはまず間違いない

だろうという予測です。しかしながらそれは大幅に反対に

低く見積もりすぎだったことは５年間でもう新たに３２人出

ているということではっきりしている。

もうひとつはヤコブ病というのは自然史、どういうふう

に発病してどういうふうな経過をたどるのかという自然史

（ナチュラルヒストリー）が、まだ実際にはぜんぜんわか

っていません。一部クールーとか研究がすすみましたけれ

ども、ほとんどまだ医原性のヤコブ病についてまで自然史

はわかっていない。ましてバリアント、変異型の CJDに

ついて本当にわかっていない。しかしながら硬膜移植の

CJDは曝露した年月がわかるという特異なタイプです。

曝露した年月つまり感染を起こす原因にさらされた時期・

時点、それぞれ移植する原因となった疾患、そういうこと

から経過がわかるということです。vCJDは確かに狂牛病

の感染ですけれども、いつどの時点でということがさっぱ

りわからないので、そういう意味では硬膜移植の CJDは

感染した日がわかるという非常に特異な特徴的な研究のメ

リットを持っていますし、それを研究することによって人

の免疫的な防御機能がどうなっているかとか他の重要な研

究も進めることができる。これは日本でしかできないこと

ですから、やはりもう少し科学的な基盤を強化することが

必要です。

プリオン病はたぶん人類最後の敵だと思います。地球上

の最後のもっとも厄介な敵であるプリオンを我々はまだほ

とんど知らない。ある意味で人類自ら招いた災厄であり、

もっとも重大な感染性の病原であるプリンオンについて解

明するという認識の下にこの研究を始めています。国際的

な主導的なジャーナルやアメリカの神経学会でも発表して
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事実をきちんと公表しています。発症予測というサイエン

スは日本ではまだほとんどできていない。硬膜移植の各個

別の簡単なデータ、年齢・性別・それから移植年月日・発

症日・死亡日・手術の理由、その数項目だけでいいので

す。それだけあれば、発症予測ができる。ですからこれを

毎年きちっと公開していただき、疾病の予測の精度を高め

て行きたいと考えています。

我々が予測しているのはヤコブ病発症ですが非常に懸念

されるのはこの疾患について誤診がおそらくかなりの率で

起こっているだろうということです。BSEの問題が生じ

る前、２００１年の１月に厚生大臣と農林大臣あてに「全頭調

査を施行しなさい。肉骨粉は全て焼却しなさい。あらゆる

海外からの物資に関連しているものは規制しなさい。それ

から若年性の５０歳以下のアルツハイマーないし痴呆と診断

された患者さんは全例登録して徹底的に調べなさい。病理

解剖を義務付けなさい」。それだけくらいのことを箇条書

きにして関連論文をつけて意見書を提出しました。その意

見書がまた復活してきたようで、ある記者が取材に来て「あ

の時点でああいう意見書を出されていたんですね。国会で

も議論になっているようです」と。こういう国民の健康や

日常生活に重大な影響を及ぼすようなことがらについて情

報がきちっと開示されていないというのは非常に困った問

題で、結局我々が何とかしないといけない。幸い情報公開

法もありますし、情報公開請求もできますから、これは対

処しないといけないと考えています。

スライドに基づいて、背景と硬膜移植 CJDの歴史と基

礎的な解析と発症の予測、こういうものを扱う学問の概要

を少しお話します。これはプリオン病というカテゴリーに

包括されます。プリオンはたんぱく質です。DNAを持っ

たウイルス疾患であればわかりやすいのですが、なぜたん

ぱく質が増えてしまうのかという根本的なまだ生物学的に

解明していない問題があります。増えるというよりももと

もとある正常なものが異常なものに変わってしまうのです

が、そのメカニズムがさっぱりよくわからない。結果とし

て異常なプリオンが脳内に蓄積してしまうのです。

神経系の遅発性進行性痴呆というふうに捉えられます。

通常は６０歳以上の成人が罹患するとされている。治療方法

は何もない。３～１２ヶ月で、何らかの感染症たいていは肺

炎を併発して亡くなられる。発症前に診断することは非常

に難しいし治療法がないということでこれは最も悲惨な病

気です。４つのタイプが知られている。弧発性・家族性・

医原性（硬膜移植、あるいは下垂体からとった成長ホルモ

ン等が問題化している）・それから狂牛病からうつってく

る新変異型です。硬膜移植由来 CJDを含む医原性の CJD

はたくさんのタイプが知られている。脳の中に感染源が入

れば起こるわけで、手術器具で電極を使って感染したと

か、角膜の移植でも報告され、それから硬膜、下垂体由来

の成長ホルモン、これはヨーロッパでかなりたくさんの患

者が報告されて、この場合もどれくらい発生するだろうか

という予測した論文があってそれが非常に対策に役に立っ

たということです。これくらいが教科書的には知られてい

ます。

今後どういうことが起こってくるかわかりませんが基本

的には脳内神経組織にある異常プリオンが感染することは

確かです。このデータは２０００年にブラウン先生がニューロ

ロジィー(Neurology)という雑誌にまとめを出した記述か

ら取ったものです。ここにあるようにわが国では２００４年９

月までに１０８名の CJDが報告されている。この硬膜移植

というのは海外にもあると思うのですが、ただ調べられて

きちんと報告されていないだけだと思うのですが、大半は

日本人ということで国際的には報告されています。

硬膜移植の歴史、つまりリスクへの曝露の期間について

は、ライオデュラの輸入を開始したのが１９７３年で、チュト

プラストの輸入開始が１９８５年。１９８７年にアメリカ CDCが

注目してMMWRで硬膜の第１例を公表しました。即座

にアメリカの医師会雑誌はこれをきちっと取り上げて全医

師に伝わるようにし、１９８７年にライオデュラはプリオンの

不活化を開始しました。ですからこの期間に作られて日本

に入ってきたものが汚染源・感染源ということになりま

す。アメリカの FDAは直ちにライオデュラの使用を禁止

するように勧告しています。本当に何ヶ月もたたないうち

にあっという間にこういう措置を取ります。しかしながら

厚生省がこういうことを知って硬膜の使用を禁止したのは

それから１０年後でありました。MMWRは CDCが発行し

ている週間雑誌です。専門家が見て感染に関する重大な情

報は全部そこから入手できる。CDCがつかんだ情報。日

本には国立感染研究所とかありますが、そういうところが

全医師に向けてそういう情報をきちっとした形では出して

いない、こういう欠陥がある。CDCや FDAやアメリカ

の厚生省にあたるデパートメントの情報を知りたければア

メリカ医師会雑誌を見ればいいというインフォメーション

の伝達の構造になっているけれども、日本では医師会雑誌

を見てもそういう情報が掲載されていない。ですから情報

の流通を完璧にしようと思ったらアメリカの医師会雑誌の

全訳をきちっとした形で伝播する仕組みを作り上げるとい

うことが最も合理的です。そういうことでMMWRに出

た重要な情報は医師会雑誌を通じて全医師に周知される

と、ですから知らないということは医者の責任になりま

す。

１９８７年にはすぐに FDAの方からそれに対して禁止措置

が取られるという非常にアクションが速い。疑わしものは

ほかす。日本は「因果関係がわからないからもうちょっと

待とう」です。典型的な例はNSAID。非ステロイド性の

抗炎症薬です。アスピリンとかインドメタシンとか、通常

使う痛み止めとか抗炎症薬など、非ステロイド性の抗炎症

薬とインフルエンザ脳症が別のよい例です。インフルエン

ザ脳症はアメリカでかつて広範に起こったライ症候群とい

うのがあるのですが、これはアスピリンがどうも関与して

いるのではということが疑われて、アスピリンの子どもへ

の投与は事実上禁止になりました。インフルエンザ脳症も
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同じような非常に似た疾患ですので、日本ではアスピリン

はあまり使っていないのですけれども、もっと強い非ステ

ロイド性の炎症薬が使われている、それをやめるべきだと

いうことを厚労省の責任者に直接言いました。「すぐやめ

なきゃいかん」と。教科書にも子どもにそういう非ステロ

イド性の抗炎症薬は使うべきでないと、アスピリンを使う

べきでないとちゃんと書いてある。だからそんなもの使う

必要はないと、アセトアミノフェンでいいんだということ

を言っても、「とは言ってもみんな使っている訳だし、も

うちょっと様子を見てみよう。また死亡例があるようなら

やめましょう」なんてことを言っていた。そしたら１～２

ヶ月の間に２人亡くなってしまって、ようやくそれについ

ての規制を厚労省はしたわけです。要は「疑わしきは罰す

る」ということをしないと駄目なんですね。こういう安全

性に関しては。

厚労省は規制が１０年遅れて、この間に曝露された患者さ

んの数は何万人を超える規模になってしまいました。立石

先生がえらく前に曝露の規模を推定されて書かれたのです

けれど、このライオデュラは１９８５年までに年間２万枚日本

では販売され、さらに１９８５年以降は年間１．２万枚、１９９７年

以降は禁止されましたから、これをこのまま年月で掛け合

わせて２０万枚とか２０何万枚、本当に使われたかどうか何と

も言えませんけれども、ベースにはこれだけ広範に販売さ

れていたということは事実だと考えていい。相当な数が曝

露されて、これも一定の調査をすれば、推計学的にどの程

度の数が本当に曝露されているのかはわかる訳なので、そ

ういうことをするべきだと思うのですが、なされておりま

せん。

幸いヤコブ病の患者さんのホームページに、研究班・専

門委員会・厚労省、いろんな情報が出ていましたので、こ

れだけの項目について調べて、そして解析することができ

るというわけです。これによりますと性別・生年月日・硬

膜移植年月・移植時の年齢・硬膜の商品名・CJD発症年

月日・潜伏期間・移植の原疾患、この項目だけで十分で

す。これだけの情報があれば発生数を予測することができ

るのです。平均するとこの時点（２０００～２００１年）で４４．８歳、

明らかに教科書的な６０歳というのより若い。それから潜伏

期間は９．３年、中央値は９年、これは日本のデータだけで

すけれど。後で述べますけれど、実は海外でブラウン先生

が書いた論文では６年ぐらいですので大幅に延びているの

ですね。男女比は１対１．５４で女性の患者が多い。これはほ

ぼ有意差があります。潜伏期間が女性のほうが短い、これ

も明らかに有意になります。男性より女性のほうが潜伏期

間は短いし、女性のほうが患者になる数が多い。

これは７６人の時のデータです。ですから数が１０８になれ

ばもっと精度が高いと言えます。確実に言えることはおそ

らく平均潜伏期間がもっとずっと延びているということで

す。それが恐ろしい。これはその年に硬膜移植を受けた患

者さんの数と、発症した患者さんの数です。ぱっと見てわ

かるように、移植したときから発症までのずれがそれぞれ

の潜伏期間というわけです。潜伏期間を一人ずつ計算して

その分布を見ます。非常に早い人は２年で発症している。

それから遅い人は１８年、これが７６人の時のデータです。と

ころが今の方では２０年とかですからもっと延びている。こ

こに１０８人の数字を入れるとどのように変わるか。７６人と

１０８人ですから３０人以上の患者さんが既にいるわけです。

そういう方がどこに位置するかで話が全然変わってくるわ

けです。

これを見るとみなさんすぐお分かりのように、左側のか

たまりと真ん中のかたまりと右側のかたまりがあります。

そういうことを統計的にきちっと数字的に出すこと、１．４

～６．２年、７．０～１１．９年、１２．９～１７．６年、これが科学的に統

計学的にクラスター分類と言います。そういうクラスタ

ー、つまり硬膜移植を受けた患者さんの発病が非常に早い

場合は数年以内に発病するし、中間では１０年くらいで発病

する人、それからさらにもっと１０何年たってから発病する

人とに分かれるということです。恐ろしいのはこの次の山

があるのではないかということを直感的に考えたわけで

す。２０年以上たって発病すると。非常に厄介な、たぶんお

そらくもっと医学的に調べていくと典型的な CJD、非常

に激しい CJDはこの潜伏期間の短い場合はそういうふう

に起こる可能性がある、だけど遅くなればなるほどアルツ

ハイマーと診断しちゃって CJDを考えないような場合も

あるかもしれない。そこが恐ろしいんですね。はじめはア

ルツハイマーとして何年も治療してケアしていたかもしれ

ない、後になってこれはやっぱり CJDじゃないかという

ことになると非常に恐ろしいことだと思います。

これは女性のほうが潜伏期間が短い、それと数が多いと

いうことを示している数字なんですが、ここに原疾患が書

いてある。顔面の痙攣、それから髄膜腫の手術で硬膜を移

植、それから動脈瘤の手術で硬膜を移植する。つまり硬膜

を取り除いて欠損したところをパッチのように貼って補う

のですね。あとこれは聴覚神経腫瘍ということでいくつか

のタイプに分かれています。

ここでわかったことは、潜伏期間の非常に短い方はほと

んど顔面痙攣で手術した人で、数年以内に発症している。

これは極めてびっくりしたことです。こうして手術で移植

した硬膜が大きいとか小さいとかが関係ないということが

わかりました。顔面痙攣は１０円玉くらいの穴で補うので小

さい、だけど動脈瘤や脳腫瘍の場合はもっと大きなパッチ

で補いますから、当然私は大きな手術をした人ほど潜伏期

間が短いんじゃないか、感染源のプリオンが多ければが短

いんじゃないかと考えたのですけれど、どういう訳かわか

らないのですがそうではなかった。これがもしもですね、

手術をした施設が同定できれば施設によって違いがあると

いう可能性はある。とするとその施設には汚染したものが

かなりたくさん入ってしまったということになるのかもし

れません。だから科学的に何を知りたいかさえ意識して調

査項目を増やしていけばかなりのことがわかると言えま

す。
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まとめますと、日本におけるヒト硬膜移植後の CJDの

特徴ですが、孤発型の CJDに比べたら発症年齢は著しく

早い。若い人で記憶障害・睡眠障害があって痴呆が出た場

合には常にこれを考えるべきだと思います。手術時の年齢

は潜伏期間に影響していません。潜伏期間として現時点で

は３つのクラスターを同定することができる。どういうわ

けかわかりませんが顔面痙攣の潜伏期間は有意に短い。始

めは脳に侵襲を与えるつまり脳組織をいろいろと破壊する

ような操作を伴う手術の場合に発病が早くなるんじゃない

かと思ったのですけれど、どうもそういうこととも関係な

い、顔面痙攣の場合には医者はほとんど脳には触っていま

せん。非常にマイルドな簡単な手術です。ですからこの理

由がどういうわけかわかりません。この辺を突き止めるこ

とによってプリオン病の発病の形とか手がかりが得られる

可能性があります。移植のサイズとか部位との関係はどう

も薄いようです。あれだけのデータ、たった５項目のデー

タからこれだけのことがわかる。ここから現代の我々が手

に持っている統計学的な推計学的なあるいは数学までの武

器を全部投入してそこからあらゆる仮説を引き出して、そ

してその仮説を立証するように研究を進めれば非常に早く

進むわけです。

２００１年の時点で７６例についての平均年齢をみると４４．８

歳、２００３年は５５歳、だんだん高齢のほうにずれて行ってい

ます。この理由は潜伏期間です。潜伏期間が長くなってい

ることがこれだけからわかります。これに２００４年までの発

症者３２人のデータを加えて改めて解析すればどういうこと

になるかということです。だんだん潜伏期間が長くなって

いるのでないかということが簡単に予測できます。男女比

は少しずつ近づいて来ている。この時点では女性が多かっ

たけれどだんだん近づいてきている。年月とともに疾患と

いうのは病像が変わってくる。これも全く同じことが言え

るかもしれない。最終的にはこんな激しい病気でなくてア

ルツハイマーとほとんど近くて、ただ違うのはちょっと痙

攣とか何かが激しいという程度になるのかもしれない。だ

けど現時点で潜伏期間がどんどん長くなってきていること

は非常に恐ろしいことだと思っています。

それぞれの医原性 CJDの潜伏期間、いままで報告され

ているのを見てみますと、脳内の深部に電極を挿入した場

合は１．５年、角膜移植が１．５年、ヒト硬膜移植６年、これは

ブラウン先生の先ほど紹介した例ですが、全然間違ってい

るわけですよね、もうすでに潜伏期間が倍です。我々調べ

た時は９年だけど今やれば１０年超えていると思います。だ

んだん欧米でのまとまったデータに近づいていますから、

たぶん潜伏期間の中央値は１０年を超えるとみていい。

発生数、今後どれだけ発症するかの予測ですが、ここで

見てみますと色んなやり方があるんですけれども、優れた

統計家ならさらに他のやり方もやって確かめる、色んなや

り方によってもうぜんぜん違ってきます。例えば潜伏期間

はワイブル分布でみると１１～１９年と、もうひとつロジステ

ックさらに精度の高いものでやると実際にはもっと長くな

るという、やはりちょっとこわい結果になります。で発症

数もワイブル分布ですと比較的少ない２１～５２人、その場

合、合計はここ２０年間に９７～１２８人くらいのところで落ち

着くだろうというような話ですけれども、もうすでに１０８

人ですからこの分布でやったら全然だめだと。もうひとつ

の分布で調べると１０９～１６０人というのが想定されるという

ことで、この２０年間で２１～８４人発症するだろうというふう

に我々は予測したわけです。今１０８人ということですから、

これがこの２つの分布の曲線ですけれども、すでに大幅に

超えてしまっている。２００４年の１月の時点でこれだけまで

になっている。さらにこれが２００５年１人増えているわけで

すからもう一度きちっとしたことをやり直して、実際どれ

くらいこの数の患者さんが発生するのか、そういう方に対

する対応をどうするか、国は責任を持ってやらなきゃいけ

ない。

プリオン病の発生数の予測を見ますと、潜伏期間が非常

に長期化していったということをイギリスもフランスもア

メリカも同じように見ているんですね。BSEに対しても

かなり強力な政策をとって発症数は当初は何百万とか何十

万とかの予測だったけれども今は新変異型については６３人

から１３．６万人と滅茶苦茶な幅ですけれども常に彼らはウオ

ッチしてサーベイランスして何人かということを予測して

います。今イギリスで昨年の１２月の時点で１４７人というこ

とで落ち着いて、たぶんそんなに何万とまでは行かない可

能性がある。

しかし怖いのは潜伏期間がどんどん延びていくという

事、これはプリオンに対する身体の防御メカニズムによっ

て、それから病原体とのせめぎ合いによってだんだん延び

ていく。かつて梅毒もそうでした。はじめコロンブスの頃

は非常に激しい病気でしたが、今やほとんど病気でないと

いったほうがいいくらいになってしまった。そういうふう

に病原体に対して人類の身体というのはどんどんそれに対

して抵抗力を持つようになるんですね。そうすると病形が

変ってくるということです。

我々はディシジョンメイキング（Decision-making、

意思決定）をその都度していかねばなりませんから、正確

な情報を持って対処する必要がある。医学的な基盤を全部

ここに集中して万全の対策をとらないといけない。全例に

対してプリオンの遺伝子検査をするように予算をつけてい

く。全例調査でただ調査票を配ってアンケートして集計す

るということではなくて、しっかりした研究体制の下にて

プロトコル（研究計画書）をつくって、どういうふうに調

査するか、調査項目は何と何にするか事前によく検討しな

いといけない。そういう調査票はプロでないとできない。

これは高度にプロフェッショナルな仕事です。漏らさず完

璧なものを作らないといけない。そして過去の症例を徹底

的に解析しないといけない。

もうひとつは他の国の例を徹底的に参考にしていくとい

うことです。これはナショナルクロイツフェルトヤコブ病

のサーベイランス委員会です。イギリスでは狂牛病が大問
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題になり、多分アメリカでももう気付いています。アメリ

カには相当な数のバリアントの CJDが発症していると全

く予想ですが私は見ている。あのような形でサーベイラン

スもしていないので相当いると考えていい。アメリカはが

んについては早期からしっかりした２０００万人規模の調査を

していますからやろうと思えばやれる国なんで、アメリカ

の動向を見ていく必要がありますが、いずれ大問題になる

でしょう。アルツハイマーが急速に増えているが、そのう

ちの一部がやはりプリオンに関係しているのではないかと

予測している学者もたくさんいます。

日本は我々がもっと声を強めて国に対してこの対策を強

化するように、予算措置をより膨らますように要求する必

要があると思います。彼らが言うのは「１００万人に１人な

んだから」と。がん対策については大騒ぎしてやっていま

すけれど、正直なところもうがんの研究費をゼロにせよと

は言わないけども、こちらの方がはるかに重要ですよ。私

はがんの専門家だから言うけれど、がんなんか放っておい

たってどうってことない。ただ患者の数が多いというだけ

で、なんとでもなる。この病気については我々未知の病気

です。

私も１年ぐらい牛肉を食べないで辛抱してみたけど、や

っぱり力が出ないので誘惑に負けて食べるとこんなに力が

出るな～と、時々食べていますが、怖いですねやっぱり。

どこでどういうふうに汚染されるのか、つまり牛肉が汚染

しているなら豚はどうかとみんな考えるわけですよね。牛

を蚊がさしたらどうかとか、当然そういうことも問題にな

っているわけですよね。わかんないわけです。

イギリスでは狂牛病の牛を土に埋めてそれで解決したと

思ったらその草を食べた牛がまた狂牛病になったという話

がある。やはり狂牛病については本当にわからない。現時

点で引き出せるプリオンに関する情報を全部引き出して、

プリオン病に対してどうするかという科学的なアプローチ

を我々がいくつか開発する最も重要な局面だと思います。

公開されている情報をみんなが色んな形で利用し、科学的

に妥当なことをやっていかないといけない。情報公開が鍵

ですから、情報が隠されたらさっぱりわからない。

もうひとつはこの CJDに限らず、SARSもそうですが、

色んな疾患がグローバルな規模ですぐに蔓延します。環境

もどんどん劣悪になって来る中でどういう病気がどういう

形で入ってくるかわからない。それにしても CJDはもう

やれるだけのことはやっているけれども、日本は感染症を

防ぐという意味では非常に遅れてしまっている。そしてま

たそれに対する学者の取り組みにもやはり相当問題がある

と思います。検討会は、国民の負託を受けてやっているの

であって、ほんとに真剣に自分のミッションだと思ってや

っている人が選ばれるべきです。大変な問題を我々は抱え

ているのであってこういうことに対する対策が日本では系

統的に行われていない。

貞池君は段ボール箱５つくらいになる膨大な論文を調べ

上げてそしてこういう研究されて、農林省に勤めることに

なったのですが、結局何も解決していないんです。我々が

言った事についても厚労省は聞く耳は持たない。聞いてく

れなくても情報さえあれば我々は何とでもなるが、情報を

隠されてしまったらどうにもならない。彼らは国費を使っ

てそういう情報を集めているわけで、その情報を国民に還

元しないとしたら一体何だと、文字通り税金泥棒じゃない

ですか。

次の院生がプリオンをやりたいと言っており、情報開示

請求をしないといかんかなぁと思っているところです。で

きましたら一緒に連携して情報開示させ、発症予測、その

規模、それに対してどのように国は対策をやってくれるの

かを国ときちっと話していく、そういう時期になっている

と思います。とにかく１０８人、１０９人というのは我々の予測

を大きく上回っていると思っています。

国際ヤコブデーにあわせて恒例となっている厚生労働省交渉に、薬害ヤコブ病被害者・弁護団全国連絡会議およびサ

ポートネットから原告・弁護団・相談員が参加しました。

◆ 要望書への回答

１．CJD受け入れ可能病院について

前回６月の交渉に対する要望の中で、受け入れ可能病院

が増えたことは評価しながらも、地域によるばらつきと、

その中で実際は受け入れ不可能とする医療機関があったこ

とを伝え、国立病院機構を介しての調査が２００５年１０月に予

定されている旨の回答を得た。

調査結果の提示と受け入れが不可能である医療機関の理

由を明らかにされたい。
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〈回答〉

平成１７年１０月１日現在では、３９都道府県・７３施設の国立

病院が受け入れ可能となり、平成１６年１０月１日の３７都道府

県・６５病院に比べて若干増えている。受け入れが不可能と

いう病院の理由は、神経内科専門医が不在のためと聞いて

いる。

〈質疑応答〉

○１５０ほどある国立病院のうち半分は CJD患者の受け入

れができない状況だが、神経内科専門医がいないからと

いって、受け入れられないというのでは困る。もともと

CJD患者は少なく、診る機会は少ないため医師に指導

できないのかもしれないが、受け入れ可能病院をもっと

増やして欲しい。→マニュアルをもとに先生のレベルア

ップに努めていきたい。CJDの患者さんが少ないので

先生のレベルアップがなかなか難しい印象はある。

○前回の時６５から７３に病院が増えたのは評価できる。北海

道も１つから２つに増えた。しかしまだない県もある。

増やしていく方法と見通しを教えて欲しい。→前回の要

望を伝え北海道は２箇所になった。要望はまた改めて伝

えておきたい。また、国立病院は最終的な受け入れとい

うことで、他の民間病院なども受け入れはある。今後も

増やしていくように取り組みたい。

○診療マニュアルはすでに改訂して２年以上たつが、どの

くらい普及しているのか。また、受け入れ可能病院には

配布されているのか。→全国都道府県担当者会議（今年

は５月）で県内の医療機関に知らせてもらうようお願い

している。また、このマニュアルはインターネットでダ

ウンロードできる。

○ヤコブ病は専門家でないと診られないという病気ではな

い。一般のねたきり老人に対するケアに、経管栄養を入

れる・酸素を入れる・気管切開などの対応ができればい

い。また各県に専門医が必ずいるのだから、何かあった

らその専門医に相談すればいい。病院に神経内科の医師

がいた方が良いが、いなくても CJD患者の受け入れは

できる。→神経難病の診療を行っている医療機関等であ

れば状態に応じて診ることは可能だと思う。

２．国立大学病院を中心とした医療機関における早期転院

を迫られるケースについて、その後の変化を明らかにされ

たい。

〈回答〉

このようなケースについてはこの半年間は把握していな

い。サポートネットワークの方で把握した時は情報提供し

ていただきたい。

３．CJDに対する心理的ケアについて

前回交渉時に「プリオン病及び遅発性ウイルス感染に関

する調査研究」の班研究において過去の情報を集めてモデ

ルを検索中とのことであったが、平成１６年の報告の内容

は、当ネットワークの内容の把握を見ても調査報告が不十

分であったと考える。現在、水澤班長に状況調査依頼中で

はあるが、貴省としての考えを示されたい。

〈回答〉

本年についてはプリオン病患者の多様なニーズに応える

ため聞き取り調査を実施する予定と聞いている。

〈質疑〉

○田村智英子先生の論文は、ヤコブ・ネットに関する事実

把握に誤りがある。ヤコブ・ネットの代表は医師である

し、２ヶ月に１回専門家による学習会もしている。この

ような報告を厚労省の研究としていいものか。この報告

書がどういう経過で出されたものか明らかにして欲し

い。

○このまま放置されるなら、別のアクションを考えねばな

らない。サポートネットワークにとっては深刻な問題で

ある。そちらの方でもきちんと受け止めて対応してほし

い。

〈回答〉

田村先生には、ヤコブ・ネットの資料を渡したい。先生

ご自身も患者様のニーズを知りたがっていると聞いてい

る。しっかり進めてもらうよう、水澤先生と相談する。

４．現在、私どもに家族性 CJDの家族から匿名の相談が

寄せられている。父親が CJDを発症し、遺伝子検査で変

異が認められたケースだが、詳細は不明であるがその家族

への主治医からの精神的なケアなどはない模様である。家

族性においての相談は大変デリケートで私どもも相談に大

変神経を使うケースであり、このようなケースがあること

からもより早期に専門的なサポート体制を作る必要性があ

ると考えるが、今後の展開について具体的な見解をあきら

かにされたい。

〈回答〉

家族性 CJD患者さんの相談にあたってはヤコブ病サポ

ートネットワークの経験をつんだ相談員でも困難な場合が

あると聞いているが、研究班の田村先生にも昨年度より検

討していただいているところ。

医療全体の問題としては、ヤコブ病に限らず、医療ソー

シャルワーカーの数・質の向上が図られている途中と認識

している。

〈質疑応答〉

○遺伝の問題、移植後の発症不安の問題、BSEにかかわ

る vCJDの問題の３点に関して、デリケートな部分も

あるので、ヤコブ・ネット任せではなく、厚労省として

も今後の対応をどうして行くのか考えて欲しい。→牛肉

の問題に関しては、厚労省へ照会して頂ければ対応しま

す。

（１０頁に続く）
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独立行政法人国立病院機構 ＣＪＤ受入可能病院一覧 ２００５年１０月１日現在

県名 名 称 郵便番号 所 在 地 電話番号 診療科

１
北海道

独立行政法人国立病院機構
道北病院

０７０‐０９０１ 北海道旭川市花咲町７‐４０４８ ０１６６‐５１‐３１６１ 神経内科

２ 独立行政法人国立病院機構
札幌南病院

０６１‐２２７６ 北海道札幌市南区白川１８１４ ０１１‐５９６‐２２１１ 神経内科

３ 青森県 独立行政法人国立病院機構
青森病院

０３８‐１３３１ 青森県青森市浪岡大字女鹿沢字平野１５５ ０１７２‐６２‐４０５５ 神経内科

４ 岩手県 独立行政法人国立病院機構
岩手病院

０２１‐００１５ 岩手県一関市山目字泥田山下４８ ０１９１‐２５‐２２２１ 神経内科

５
宮城県

独立行政法人国立病院機構
宮城病院

９８９‐２２０２ 宮城県亘理郡山元町高瀬字合戦原１００ ０２２３‐３７‐１１３１ 神経内科

６ 独立行政法人国立病院機構
西多賀病院

９８２‐８５５５ 宮城県仙台市太白区鈎取本町２‐１１‐１１ ０２２‐２４５‐２１１１ 神経内科

７ 秋田県 独立行政法人国立病院機構
あきた病院

０１８‐１３９３ 秋田県由利本荘市岩城内道川字井戸ノ沢８４‐４０ ０１８４‐７３‐２００２ 神経内科

８
山形県

独立行政法人国立病院機構
山形病院

９９０‐０８７６ 山形県山形市行才１２６‐２ ０２３‐６８４‐５５６６ 神経内科

９ 独立行政法人国立病院機構
米沢病院

９９２‐１２０２ 山形県米沢市大字三沢２６１００‐１ ０２３８‐２２‐３２１０ 神経内科

１０
茨城県

独立行政法人国立病院機構
水戸医療センター

３１１‐３１００ 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷２８０ ０２９‐２４０‐７７１１ 神経内科

１１ 独立行政法人国立病院機構
霞ヶ浦医療センター

３００‐０８１２ 茨城県土浦市下高津２‐７‐１４ ０２９８‐２２‐５０５０ 内科、精神科

１２ 群馬県 独立行政法人国立病院機構
沼田病院

３７８‐００５１ 群馬県沼田市上原町１５５１‐４ ０２７８‐２３‐２１８１ 内科

１３ 栃木県 独立行政法人国立病院機構
宇都宮病院

３２０‐８５８０ 栃木県宇都宮市中戸祭１‐１０‐３７ ０２８‐６２２‐５２４１ 神経内科

１４
埼玉県

独立行政法人国立病院機構
埼玉病院

３５１‐０１０２ 埼玉県和光市諏訪２‐１ ０４８‐４６２‐１１０１ 神経内科

１５ 独立行政法人国立病院機構
東埼玉病院

３４９‐０１９６ 埼玉県蓮田市大字黒浜４１４７ ０４８‐７６８‐１１６１ 神経内科

１６ 千葉県 独立行政法人国立病院機構
下総精神医療センター

２６６‐０００７ 千葉県市川市緑区辺田町５７８ ０４３‐２９１‐１２２１ 精神科

１７ 東京都 独立行政法人国立病院機構
東京病院

２０４‐８５８５ 東京都清瀬市竹丘３‐１‐１ ０４２４‐９１‐２１１１ 神経内科

１８

神奈川県

独立行政法人国立病院機構
相模原病院

２２８‐０８１５ 神奈川県相模原市桜台１８‐１ ０４２‐７４２‐８３１１ 神経内科

１９ 独立行政法人国立病院機構
箱根病院

２５０‐００３２ 神奈川県小田原市風祭４１２ ０４６５‐２２‐３１９６ 神経内科

２０ 独立行政法人国立病院機構
横浜医療センター

２４５‐００６３ 神奈川県横浜市戸塚区原宿３‐６０‐２ ０４５‐８５１‐２６２１ 神経内科

２１

新潟県

独立行政法人国立病院機構
新潟病院

９４５‐０８４７ 新潟県柏崎市赤坂町３‐５２ ０２５７‐２２‐２１２６ 神経内科

２２ 独立行政法人国立病院機構
西新潟中央病院

９５０‐２０７４ 新潟県新潟市真砂１‐１４‐１ ０２５‐２６５‐３１７１ 神経内科

２３ 独立行政法人国立病院機構
さいがた病院

９４９‐３１１６ 新潟県上越市大潟区犀潟４６８‐１ ０２５５‐３４‐３１３１ 神経内科

２４

長野県

独立行政法人国立病院機構
中信松本病院

３９９‐００２１ 長野県松本市大字寿豊丘８１１ ０２６３‐５８‐３１２１ 神経内科

２５ 独立行政法人国立病院機構
東長野病院

３８１‐８５６７ 長野県長野市上野２‐４７７ ０２６‐２９６‐１１１１ 内科

２６ 独立行政法人国立病院機構
長野病院

３８６‐００２２ 長野県上田市緑が丘１‐２７‐２１ ０２６８‐２２‐１８９０ 神経内科

２７

石川県

独立行政法人国立病院機構
医王病院

９２０‐０１７１ 石川県金沢市岩出町ニ７３ ０７６‐２５８‐１１８０ 神経内科

２８ 独立行政法人国立病院機構
金沢医療センター

９２０‐０９３９ 石川県金沢市下石引町１‐１ ０７６‐２６２‐４１６１ 神経内科

２９ 独立行政法人国立病院機構
七尾病院

９２６‐０８４１ 石川県七尾市松百町八部３‐１ ０７６７‐５３‐１８９０ 神経内科、内科

３０
静岡県

独立行政法人国立病院機構
天竜病院

４３４‐００１５ 静岡県浜北市於呂４２０１‐２ ０５３‐５８３‐３１１１ 神経内科

３１ 独立行政法人国立病院機構
静岡てんかん・神経医療センター

４２０‐０９５３ 静岡県静岡市漆山８８６ ０５４‐２４５‐５４４６ 神経内科

３２

愛知県

独立行政法人国立病院機構
名古屋医療センター

４６０‐０００１ 愛知県名古屋市中区三の丸４‐１‐１ ０５２‐９５１‐１１１１ 神経内科

３３ 独立行政法人国立病院機構
東名古屋病院

４６５‐８６２０ 愛知県名古屋市名東区梅森坂５‐１０１ ０５２‐８０１‐１１５１ 神経内科

３４ 独立行政法人国立病院機構
東尾張病院

４６３‐０００４ 愛知県名古屋市守山区大字吉根字長廻間３２４８ ０５２‐７９８‐９７１１ 精神科

３５
三重県

独立行政法人国立病院機構
三重病院

５１４‐０１２５ 三重県津市大里窪田町３５７ ０５９‐２３２‐２５３１ 神経内科

３６ 独立行政法人国立病院機構
鈴鹿病院

５１３‐０００４ 三重県鈴鹿市加佐登３‐２‐１ ０５９３‐７８‐１３２１ 神経内科

３７ 滋賀県 独立行政法人国立病院機構
紫香楽病院

５２９‐１８０３ 滋賀県甲賀郡信楽町牧９９７ ０７４８‐８３‐０１０１ 神経内科

ヤコブ・ネット ＮＥＷＳ No.９ ２００６年３月２４日（金）
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独立行政法人国立病院機構 ＣＪＤ受入可能病院一覧 ２００５年１０月１日現在

県名 名 称 郵便番号 所 在 地 電話番号 診療科

３８
京都府

独立行政法人国立病院機構
舞鶴医療センター

６２５‐００５２ 京都府舞鶴市字行永２４１０ ０７７３‐６２‐２６８０ 神経内科

３９ 独立行政法人国立病院機構
南京都病院

６１０‐０１１３ 京都府城陽市中芦原１１ ０７７４‐５２‐００６５ 神経内科、リハビリテーション科

４０ 大阪府 独立行政法人国立病院機構
刀根山病院

５６０‐８５５２ 大阪府豊中市刀根山５‐１‐１ ０６‐６８５３‐２００１ 神経内科

４１ 兵庫県 独立行政法人国立病院機構
兵庫中央病院

６６９‐１５１５ 兵庫県三田市大原１３１４ ０７９‐５６３‐２１２１ 神経内科

４２ 奈良県 独立行政法人国立病院機構
奈良医療センター

６３０‐８０５３ 奈良県奈良市七条２‐７８９ ０７４２‐４５‐４５９１ 神経内科

４３ 鳥取県 独立行政法人国立病院機構
鳥取医療センター

６８９‐０２０３ 鳥取県鳥取市三津８７６ ０８５７‐５９‐１１１１ 神経内科

４４
島根県

独立行政法人国立病院機構
浜田医療センター

６９７‐００２４ 島根県浜田市黒川町３７４８ ０８５５‐２２‐２３００ 神経内科

４５ 独立行政法人国立病院機構
松江病院

６９０‐００１５ 島根県松江市上乃木５‐８‐３１ ０８５２‐２１‐６１３１ リハビリテーション科

４６
岡山県

独立行政法人国立病院機構
岡山医療センター

７０１‐１１９２ 岡山県岡山市田益１７１１‐１ ０８６‐２９４‐９９１１ 神経内科

４７ 独立行政法人国立病院機構
南岡山医療センター

７０１‐０３０４ 岡山県都窪早島町大字早島４０６６ ０８６‐４８２‐１１２１ 神経内科

４８
広島県

独立行政法人国立病院機構
呉医療センター

７３７‐００２３ 広島県呉市青山町３‐１ ０８２３‐２２‐３１１１ 神経内科

４９ 独立行政法人国立病院機構
東広島医療センター

７３９‐００４１ 広島県東広島市西条町寺家５１３ ０８２‐４２３‐２１７６ 神経内科

５０
山口県

独立行政法人国立病院機構
岩国医療センター

７４０‐００４１ 山口県岩国市黒磯町２‐５‐１ ０８２７‐３１‐７１２１ 神経科

５１ 独立行政法人国立病院機構
関門医療センター

７５１‐０８２６ 山口県下関市後田町１‐１‐１ ０８３２‐２２‐６２１６ 神経内科

５２ 徳島県 独立行政法人国立病院機構
徳島病院

７７６‐００３１ 徳島県吉野川市鴨島町敷地１３５４ ０８８３‐２４‐２１６１ 神経内科

５３ 香川県 独立行政法人国立病院機構
高松東病院

７６１‐０１０３ 香川県高松市新田町乙の８ ０８７‐８４１‐２１４６ 神経内科

５４ 愛媛県 独立行政法人国立病院機構
愛媛病院

７９１‐０２０３ 愛媛県東温市横河原町３６６ ０８９‐９６４‐２４１１ 神経内科

５５
福岡県

独立行政法人国立病院機構
九州医療センター

８１０‐００６５ 福岡県福岡市中央区地行浜１‐８‐１ ０９２‐８５２‐０７００ 神経内科

５６ 独立行政法人国立病院機構
大牟田病院

８３７‐０９１１ 福岡県大牟田市大字橘１０４４‐１ ０９４４‐５８‐１１２２ 神経内科

５７
佐賀県

独立行政法人国立病院機構
肥前精神医療センター

８４２‐０１０４ 佐賀県神埼郡東脊振村大字三津１６０ ０９５２‐５２‐３２３１ 精神科・神経内科・内科

５８ 独立行政法人国立病院機構
嬉野医療センター

８４３‐０３０１ 佐賀県藤津郡嬉野町大字下宿丙２４３６ ０９５４‐４３‐１１２０ 神経内科

５９

長崎県

独立行政法人国立病院機構
長崎病院

８５０‐０８３５ 長崎県長崎市桜木町６‐４１ ０９５‐８２３‐２２６１ 内科

６０ 独立行政法人国立病院機構
長崎医療センター

８５６‐０８３５ 長崎県大村市久原２‐１００１‐１ ０９５７‐５２‐３１２１ 神経内科

６１ 独立行政法人国立病院機構
長崎神経医療センター

８５９‐３６１５ 長崎県東彼杵郡川棚町下組郷２００５‐１ ０９５６‐８２‐３１２１ 神経内科

６２

熊本県

独立行政法人国立病院機構
熊本再春荘病院

８６１‐１１０２ 熊本県菊池郡西合志町大字須屋２６５９ ０９６‐２４２‐１０００ 神経内科

６３ 独立行政法人国立病院機構
熊本医療センター

８６０‐０００８ 熊本県熊本市二の丸１‐５ ０９６‐３５３‐６５０１ 神経内科

６４ 独立行政法人国立病院機構
熊本南病院

８６９‐０５２４ 熊本県宇城市松橋町豊福２３３８ ０９６４‐３２‐０８２６ 神経内科

６５ 独立行政法人国立病院機構
菊池病院

８６１‐１１１６ 熊本県菊池郡合志町大字福原２０８ ０９６‐２４８‐２１１１ 精神科

６６
大分県

独立行政法人国立病院機構
別府病医療センター

８７４‐００１１ 大分県別府市大字内竃１４７３ ０９７７‐６７‐１１１１ 神経内科

６７ 独立行政法人国立病院機構
西別府病院

８７４‐０８３３ 大分県別府市大字鶴見４５４８ ０９７７‐２４‐１２２１ 神経内科

６８
宮崎県

独立行政法人国立病院機構
宮崎病院

８８９‐１３０１ 宮崎県児湯郡川南町大字川南１９４０３‐４ ０９８３‐２７‐１０３６ 神経内科

６９ 独立行政法人国立病院機構
宮崎東病院

８８０‐０９１１ 宮崎県宮崎市大字田吉４３７４‐１ ０９８５‐５６‐２３１１ 神経内科

７０
鹿児島県

独立行政法人国立病院機構
指宿病院

８９１‐０４０３ 鹿児島県指宿市十二町４１４５ ０９９３‐２２‐２２３１ 神経内科

７１ 独立行政法人国立病院機構
南九州病院

８９９‐５２４１ 鹿児島県姶良郡加治木町木田１８８２ ０９９５‐６２‐２１２１ 神経内科

７２
沖縄県

独立行政法人国立病院機構
琉球病院

９０４‐１２００ 沖縄県国頭郡金武町７９５８‐１ ０８９‐９６８‐２１３３ 神経内科

７３ 独立行政法人国立病院機構
沖縄病院

９０１‐２２１４ 沖縄県宜野湾市我如古３‐２０‐１４ ０９８‐８９８‐２１２１ 神経内科
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（７頁の厚労省交渉の続き）

５．以前からサーベイランスでの情報をより多く開示でき

る旨を申し入れてきた。発症予測などをする意味で、手術

時期、病気、発症日、死亡日などの情報開示していただき

たい。また、Dura-variantCJD の症例数、病態の詳細、

判断基準も公表されたい。

〈回答〉

患者個人のプライバシーにかかる内容については、これ

まで同様情報公開はできない。Dura-variant CJD は、

変異型と紛らわしいので区別するため、非典型 DuraCJD

と呼ぶようになったと聞いている。専門家によるとサーベ

イランスでは３０％程度占めるという。病態の詳細について

は緩徐進行、脳波で PSDを認められない症例など、判断

基準としては「典型的な硬膜例とは違うもの」を全て非典

型 DuraCJDというと聞いている。

〈質疑応答〉

○典型とどれか１つでも違うと非典型となるのか。→弧発

性 CJD診断基準がほとんど硬膜例と一緒である。どれ

とは決まってなく、どれかが基準と違うと非典型になる

と聞いている。

○緩徐進行例の生存期間等について、統計など把握はされ

ているのか。→１例ごとの把握はされているが、全体と

しての分析は厚生労働省科学研究班で現在実施中である

と聞いている。いつ頃結果が発表されるかはまだ研究班

に聞いていない。

○硬膜移植例は日本で多発しているので、そのデータは世

界的に発信し、今後の全体的な CJDの研究のために必

要である。その基礎的・典型的データが出てこないと

WHOの議論が進まない。成果については早急に発表

して欲しい。→研究者に伝えておく。

○サーベイランス委員長の山田正仁先生の金沢大学で分析

が大体行われていて、この間の学会で主任研究員の野口

先生が担当され、もう結果は出ていると聞いている。ヤ

コブ病等の委員会なり、サーベイランス委員会などで議

論した上で結果として発表するタイムスケジュール等わ

かっていたら知らせて欲しい。→現時点ではまだわから

ない。要望は研究班に伝える。

○前回のサーベイランス委員会は、こちらの要望を反映し

たのか、それ以前より少し報告の仕方が変わり、丁寧な

発表に変わったようだ。個人情報の開示を要求している

のではなく、硬膜移植と発症の時期・年齢、移植の部位

などが統計的にわかるようなデータとして公開していた

だきたい。発症予測についてなど、使用目的を限定した

うえで個人の同意を得られれば開示できるはず。その点

を検討して欲しい。→個人情報にかかわるので開示は難

しい。

６．日本における剖検率の低さゆえに CJD患者の診断感

度が低いとする新聞報道があった。変異型 CJDの発生を

みた本邦において CJD患者の見逃しは避けなければなら

ないと考えられる。サーベイランス委員会や全国専門医担

当者会議において診断率の向上のための検討がなされてい

ると聞くが、より具体的な働きかけについて意見と取り組

みを聞きたい。

〈回答〉

日本での剖検率が低いのは事実であるが、それによって

即 CJD患者さんの診断感度が低いとは考えていない。

CJD患者さんの解剖率が低い理由のひとつとして、サー

ベイランス委員会より解剖実施可能な施設が感染予防の観

点から少ないとされており、厚生労働省としては、来年度

予算で解剖にかかる器具や患者輸送費等を要求している。

また、解剖は実施されることが望ましいが、診断技術の向

上により臨床所見による分類が不可能な症例はごく少数に

限られていると聞いている。特に日本の研究者は、分類が

困難な症例を臨床所見によって診断することについて際だ

った業績を出していると聞いているので、今後ともそのよ

うな研究を推進していただきたいと考えている。

〈質疑応答〉

○新聞の声欄に６年前に CJDを発症し亡くなった家族の

投書が載っていた。硬膜移植例で海外旅行歴もある方だ

ったらしい。このような方の追調査はしないのか。→新

聞報道は知っているが、投書などの限られた情報では追

跡調査は困難である。CJDと診断されていれば、厚生

労働省に報告することになっているので、情報は届けら

れていると思われる。

○施設に対する補助金や剖検の輸送費などについて予算が

出すように働きかけるということだが、一般の神経内科

を持つ病院にも周知徹底して欲しい。一部の専門家の先

生はわかっていても、全ての神経内科を持つ市町村の病

院の先生方も含めて知らせて欲しい。今もインターネッ

トで情報を流しており、これはいい方法だと思うが、ま

だ限られた人にしか情報は届いていない。→予算を確保

することができたら、地方自治体や医師会等を通じて周

知徹底を図りたい。

７．�薬害教育における現在の取り組みについて報告され

たい。�大学の医学部については薬害教育がかなり普及し

てきたが、国立病院では薬害教育がなされていない。国立

病院における薬害教育について、厚労省はどういう対応で

臨んでいるのか、報告されたい。

〈回答〉

�医師について、文部科学省と連携して行っている。医師

国家試験については平成１７年より「医薬品・医療器具の副

作用」「血液・血液製剤の安全性」「薬物療法の副作用」

「輸血・移植・人工臓器の適用」について出題することと

している。平成１６年４月より始まった臨床研修医制度では

到達目標を掲げ、「薬物の作用・副作用・相互作用につい

て理解する」「医療の持つ社会的側面の重要性を理解し社

会に貢献するために医薬品や医療用具による健康被害の発

生防止について理解し適切に行動できる」という項目を設

けている。
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〈国際ヤコブデー 記念講演〉

「クロイツフェルト・ヤコブ病（プリオン病）」
青山学院大学理工学部科学・生命化学科教授 福岡 伸一 氏

薬剤師国家試験に関しては、平成１５年度出題基準に「薬

害」という項目を明記した。平成１７年度の大学の薬学部で

は６２大学中５５大学で薬害問題に関する授業が行われた。平

成１８年度から薬学教育が６年制を導入するが、各薬学部・

薬科大学において薬害の項目を含んだモデルコアカリキュ

ラムを参考としたカリキュラムが編成されると聞いてい

る。今後も文部科学省と連携を図りながら薬剤師の医薬品

・医療器機等の安全性に関する関心・知識が高まるように

努めて行きたい。

�国立病院としては、国立がんセンター・ハンセン病療養

所がある。医療の場で資質向上のために職員の研修など行

っているが、薬害教育に限定した研修はない。医薬品の健

康被害の未然防止等ができるように、薬剤管理指導業務の

積極的な実施、副作用報告の厚生労働省への積極的な報告

をナショナルセンター等の関係者に機会あるごとにお願い

している。

〈質疑応答〉

○大学での薬害教育には少しずつ前進してきていると感じ

ている。国立病院に勤務している職員については、研修

等の自己研鑽などは一定されていると思うが、それだけ

では不十分である。どの分野でも専門家の組織的な研修

を一定の時期にやっていく必要がある。研修の度に薬害

の項目を挙げていただき、必須の課題として研修するよ

う厚労省としても検討していただきたい。

○薬害の被害者の声を聞くということでも優先してやって

いただくと助かる。医師や病院の態度が気になるという

患者・家族が多いので、せめて被害者の声を聞くという

ことだけでもやって欲しい。

○文部科学省の報告によると、薬学教育は医学部で７９大学

中７３大学、薬学部で６２大学中５５大学とかなりの割合で実

施されているが、被害者の生の声を聞く機会は医学部で

２１大学２７％、薬学部で１０大学１６％となっており、まだま

だ少ない。また、薬害教育のタイミングとしては、動機

付けに１年生でとか、出口の６年生でとか様々意見があ

るが、複数回学べるようなカリキュラムをつくるなど、

文部科学省とも連携して進めて欲しい。

○薬害教育が副作用被害の未然防止、その最重要のポイン

トは薬剤管理の徹底という話だったが、薬害はそれで改

善されるものではなく、大企業のずさんな製造、輸入業

者のずさんさ、国がずさんな管理で安易に承認してしま

ったという構造で起きると思うが、どのように考えてい

るか。→国立病院の医療に携わる人としては、副作用を

早く発見して対応することが重要ではないかという意味

で言った。

○文科省は薬害の教科書は作って言いといっていたが、ど

うなったのか（薬被連との交渉の場で）。厚労省が予算

を出してくれば作るというような話だったが。→中学生

向けの教材であれば、一義的には文部科学省が担当と考

えている。

○国立病院でも薬害被害者の声を聞いてもらう機会を持っ

て欲しいという点について、答えて欲しい。心が痛むよ

うな話は患者や被害者から話を聞く機会を持つことが大

事。→研修自体については、今後とも必要な研修は行っ

て行くものである。薬害被害者の声を聞くことを「研修」

として行うことについては、今ここでお答えできること

は申し訳ありませんがありません。

８．２００２年３月２５日の確認書調印により薬害ヤコブ病はそ

の全面解決の枠組みを決め、同日、大津東京の両地裁では、

ポッシブル CJD３例を含む２０例の和解が成立した。そして

その後両地裁で鋭意和解が続けられている。

改めて、全ての薬害ヤコブ病患者を救済する貴省の決意

を確認したい。

〈回答〉

和解時に交わした確認書に基づき、ヒト乾燥硬膜ライオ

デュラ移植によるヤコブ病患者のうち未提訴者についても

提訴後は必要な証拠調べを行った上、当事者と確認を行な

い順次和解していきたい。

歴史的に見て病名はその時点での社会的不安を反映して

名付けられることが多い（黒死病など）。狂牛病も、当時

の人々が不安を込めて名付けた用語であり、現在も歴史的

社会的意義を持った言葉である。狂牛病については、いま

だに分かっていないことが多い。操作的、機械的な「BSE」

との言葉に言い換えることは、不明な点が多いこの病気

を、コントロール下にあるかのような印象を与えるもので

ある。従って、「狂牛病」を使うべき。

〈狂牛病問題〉 ――――――――――――――――――●

１９８５年にイギリスの牧場で一頭の牛に異変が見つかった

ことが、狂牛病が発見されたきっかけだった。イギリス全

土で同時的に牛の異変が多発するようになった。色々な可

能性が検討され、最終的に飼料の問題が残った。促成的肥

育により効率的にミルクを生産するため、子牛は生後すぐ

に母牛から引き離され、代用乳（肉骨粉を水で溶いたもの）

を与えられていた。肉骨粉の原料の中にはあらゆる病死

牛、羊があった。狂牛病の原因について、現在は、羊のプ
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リオン病であるスクレイ

ピーに感染した羊が原料

に混入していたものと考

えられている。

１９８８年、イギリス政府

は飼料規制を行った。し

かし、肉骨粉を国内の牛

や羊のみに与えることを

禁止するという甘い規制

にすぎなかった。そのた

め、イギリス国内の肉骨

粉製造業者は輸出を開始した。まずフランスへ、そしてフ

ランスがあわてて輸入規制措置をとると、アジアやアメリ

カに輸出され、現在の状況を引き起こすこととなった。

狂牛病の病原体の潜伏期間は４～５年程度と言われてお

り、イギリスで多発した狂牛病の牛は１９８０年ころに感染し

たものと推定された。しかし、肉骨粉の製造自体は１９２０年

代から行われていたし、羊のスクレイピーは２００年以上前

から確認されていた。どうしてこの時期に狂牛病が多発し

たのかが問題となった。肉骨粉は、原料を大なべで煮込み、

乾燥させて作られており、燃料として多くの石油が必要と

なる。ところが、１９７０年代後半から第４次中東戦争によっ

て原油価格が高騰したために、製造業者は工程変更を行っ

た。これまでより短い時間、低い温度で原料を煮込み、乾

燥時間も短くした。この工程変更によって、病原体の不活

化が不十分となって感染が起こったものと考えられてい

る。

この間、ヒトに対する感染根拠のない楽観論が支配的で

あった。危険の可能を指摘する声もあったが、政府は無視

し甘い飼料規制以外には何もしなかった。業界の混乱を避

けるという意思が働いていたことも容易に想定できる。し

かし、病原体には増殖や変異という特徴がある。羊スクレ

イピーの病原体が牛に感染する過程で、ヒト感染型が現れ

たと考えられる。

１９９４年頃から、イギリスでは１０代、２０代の若者がヤコブ

病を発症するようになり、プリオンのパターンが狂牛病の

パターンとほぼ完全に一致したことで、政府も狂牛病から

の感染を認めなければならなくなった。

〈日本の状況〉 ――――――――――――――――――●

日本では、イギリスの狂牛病問題は対岸の火事と考えら

れ、対策らしい対策はとられなかった。わずかに農水省が

肉骨粉の牛や羊への投与の自粛を通達するのみだった。し

かし、厚生省が国内のヤコブ病患者について調査を行った

ところ、今回の薬害ヤコブ病が明らかになった。

２００１年９月に日本の狂牛病第１症例が発見されパニック

となった。そして２００３年にはアメリカでも狂牛病が確認さ

れ、日本はアメリカからの牛肉輸入を禁止した。

２００４年春、内閣府に設置された食品安全委員会は、政府

からの諮問もなく独自に検討を行い、全頭検査の見直しに

関する意見をまとめた（月齢２０ヶ月未満の牛は検査をして

も分からない）。これは、日本と同程度の安全対策がとら

れていない狂牛病発生国からの輸入を禁止するという国策

を前提として、アメリカからの輸入再開圧力を考えて、日

本のハードルを下げたと考えるべきものである。

その時点での日本の体制は、�全頭検査、�特定危険部

位（脳、脊髄、回腸、扁桃腺）の除去を獣医の立会いの下、

全頭で行うこと、�飼料規制（肉骨粉を全ての家畜に与え

ることの禁止）、�個別牛の履歴を追跡できるように記録

を管理するトレーサビリティ体制だった。

これに対して、アメリカでは、�毎年３５００万頭の屠殺牛

のうちわずか０．５％が検査されるのみ、�特定危険部位の

除去も生後３０ヶ月以上のみ、�脳や脊髄を肉骨粉とするこ

と、それらを鳥や豚に与えることは禁止せず、�トレーサ

ビリティ体制もなかった（生まれた牛の登録制度がない）。

しかし、日本では２００５年にも６頭の狂牛病が出ており、累

計で２０例に達している。それらに肉骨粉を与えた記録がな

い。日本では、肉骨粉ではなくオランダからの牛脂とアメ

リカの牛血しょう蛋白を原料として代用乳が作られてお

り、２０例中１３例で同一メーカーの代用乳が与えられてい

た。農水省は有意な関連性が認められないとして全く追及

を怠っている。

食品安全委員会の議論をふまえて初めて農水省は諮問を

出し、委員会は、特定危険部位の除去がなされている２０ヶ

月未満の牛を全頭検査から除外しても変異型ヤコブ病罹患

リスク上昇は非常に小さいとの答申原案を作成した。しか

し、これは非常に問題が大きい。まず、前提が空論である。

アメリカではトレーサビリティ体制がなく月齢を特定でき

ない。また、危険部位の除去について獣医の立会いもない

（日本では獣医の立会いにより３割が除去不十分で差し戻

しているのが実態）。また、２０ヶ月で線引きなどできない。

イギリスでは２０ヶ月の感染牛が確認されている。日本でも

２１ヶ月、２３ヶ月の例がある。これはその月例で食肉とされ

たことから確認されているのであって、それ以前に見つか

っていたかも知れない。さらに、日本では、全頭検査の廃

止を決めつつ、全都道府県が全頭検査を維持するために３

年間補助継続をすることとなっており、ねじれ現象も起き

ている。

〈リスク論に関して〉 ―――――――――――――――●

そもそも、消費者の判断に委ねられるべきものではな

く、行政の不作為の連鎖で起きたことであり行政が責任を

持つべき。最低限でも選択肢の開示が前提だが、多くは加

工品、外食、給食に回ることになり、選択肢を開示されな

いままに消費者の口に入ることとなってしまう。

委員会は、リスクを定量化する評価機関である。しかし、

「非常に小さい」という価値判断を含んだ定性的表現しか

できなかったことから明らかなように、機能不全に陥って

いる。科学者にこの問題でのリスク総量を見極めることは

できない。科学の限界であり、もはや科学者のみに委ねら
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れるべきことではない。リスクの受忍者としての消費者の

声を政策決定プロセスに反映させることが必要だが、アリ

バイ的なパブリックコメントを行ったのみ。７割が反対な

いし不安を表明していたのに全く政策に反映しなかった。

また「リスクの定量」とは、ありていに言えば死者の数

である。リスク論からは、狂牛病での変異型ヤコブ病感染

のリスクは非常に低く、政府の施策はより高いリスク（例

えば、交通事故対策、自殺対策）の回避に向けられるべき

という考えも出る。しかし、自分はそのような考え方には

賛成できない。リスク論では、リスクの質と由来が見えな

くなる。狂牛病は予見と回避が可能だった問題であり、行

政の不作為の連続によって引き起こされた問題である。

狂牛病問題は、さまざまな行政の不作為や人災の連鎖に

よって引き起こされ、いまや消費者にまでリスクが及んで

いるという問題である。ベネフィット（利益）とリスクが

同一人であって初めて正義が保たれる。しかし、狂牛病問

題では、リスクを負う消費者が利益を受けているのではな

い（せいぜい安い牛肉を口にできるということ）。実際に

は、近代畜産で草食動物を肉食動物とし、危険を分かって

いて飼料を売りさばいている人達が利益を得ていたのであ

る。

狂牛病問題は、まだ終わっていない。感染牛をできるだ

け早く見つけて消費のサイクルからはずすこと、乳牛に動

物性飼料を与えないようにして正しいプロセスでの農業に

戻すことが最低限必要と考える。出口リスクの低下だけを

考えるのではなく、プロセス全体での適正な手続きを目指

すことである。

北海道での研修会・相談会を今回初めて函館市で開催し

ました。「北海道難病連函館支部」と「薬害オンブズパー

ソン・タイアップグループ函館」との共同開催という形で

取り組み、また新たな広がりをつくることができました。

会場となった函館市保健センターには、地元函館や北海

道内、そして全国各地から約８０名の参加者が集いました。

函館市を拠点に活動している上記２団体の働きかけで、渡

島支庁・函館市・函館保健所・函館市医師会及び薬剤師会

・北海道看護協会道南支部のご後援をいただきました。

上田宗代表の挨拶の後、第１部は、北海道医療大学教授

の森若文雄先生を講師に招き、記念講演「プリオン病：北

海道における発症の状況と今後の課題」行われました。続

く第２部は「ノーモア・ヤコブコンサート」として、薬害

ヤコブ病被害者家族３名の方がそれぞれの思いを訴えた

後、シンガーソングライターの山本さとしさんによる歌声

に、命の尊さを確かめ合うひと時となりました。最後に現

地実行委員から北海道難病連函館支部長の佐藤秀臣さんが

閉会の挨拶に立たれ、無事集会を終えることができまし

た。

紙面の都合上、次号にて詳しい報告を予定しています。

米米国国産産牛牛肉肉のの輸輸入入問問題題
消消費費者者のの生生命命・・健健康康をを守守るる

立立場場かからら質質問問状状をを提提出出
薬害ヤコブ病被害者・弁護団全国連絡会議では、２００５年

１１月１４日付けで、内閣府食品安全委員会・農林水産大臣・

厚生労働大臣への質問状「米国産牛肉の輸入問題につい

て」を提出しました。

〈質問状の抜粋〉

１０月末に食品安全委員会プリオン専門調査会が「答

申案」をまとめたことから、マスコミにより、「米国

産牛肉が１２月にも輸入再開」などと報じられていま

す。

私たちは、ヤコブ病の被害者家族・遺族とその支援

者で作る団体で、ヤコブ病の恐ろしさを身をもって体

験、または知っています。それだけに、この問題に、

重大な関心を寄せております。牛肉で生計を立ててい

る日米の業者の方々が、早く輸入を再開してほしいと

いうお気持ちはわかりますが、この問題では、何より

もまず、消費者の生命・健康を守ることが優先されな

ければなりません。

私たちは、そうした立場から、米国産牛肉の輸入再

開問題について、以下のような事項をお伺いする次第

です。

これに対し、２００６年年１月１０日付にて、内閣府食品安全

委員会事務局・評価課長より回答がありました。

〈回答書の抜粋〉

ご指摘のいただいた「米国の我が国への輸出プログ

ラムにより管理された牛肉等のリスク評価」に関して

は、１２月８日の第１２３回食品安全委員会において審議

が行われ、厚生労働省及び農林水産省に対し、

・米国及びカナダに関するデータの質・量ともに不明
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な点が多いこと、及び管理措置の遵守を前提に評価せ

ざるを得なかったことから、科学的同等性を評価する

ことは困難としつつ、

・他方、リスク管理機関から提示された輸出プログラ

ムが遵守されるものと仮定した場合、米国及びカナダ

産牛肉と我が国の牛肉の差は非常に小さいという内容

の答申を行ったところです。

なお、答申の付帯事項として、リスク管理機関が施

策を実施する場合には、

・国民に十分な説明を行うとともに、

・輸入再開の場合は、輸出プログラムの遵守の確保の

責任を負うこと、が付されています。

〈質問と回答〉

（問１－１）月齢２０ヶ月齢以下の牛は BSEに感染しない

のでしょうか？報道では、「異常プリオンが脳せき髄に蓄

積しにくい」とのことです。ということは、月齢２０ヶ月齢

以下でも、感染し、体内に異常プリオンが存在する、とい

うことになりますが、いかがでしょうか？

（答）牛における BSEの感染メカニズムに関して不明な

点も多いですが、２０ヶ月齢以下の牛であっても、BSEプ

リオンが存在する可能性は否定できません。ただし、平成

１７年５月にとりまとめた、我が国における牛海綿状脳症

(BSE)対策に係る食品健康影響評価では、「２００５年３月現

在、２０ヶ月齢以下である２００３年７月以降に生まれた牛にお

ける感染率は『非常に低く』、感染牛の BSEプリオン蓄

積量は『少ない』ものと考えられる」とされています。

（問１－２）米国において、牛が「月齢２０ヶ月齢以下」で

あることは、どのようにして確認・証明されているのでし

ょうか？また、そのことについては、日本としては、どの

ように確認するのでしょうか？

（答）日本に輸出される牛肉及び内臓は、米国の日本向け

輸出プログラムにより管理されます。輸出プログラムで

は、２０ヶ月齢以下の牛は、出生証明書（個体月齢証明、集

団月齢証明）、あるいは枝肉の生理学的成熟度（Ａ４０以下）

により判別されることになります。また、リスク管理機関

は、米国及びカナダから日本向けに輸出される牛肉及び牛

の内臓について実施されるリスク低減措置が適切に実施さ

れることが保証されるシステム構築を行う必要がありま

す。考えられるシステムとして、日本向け輸出牛肉等を処

理加工する施設の認定制度及びそれら施設への行政による

定期的な立入調査等を含む管理システムが有効なものとし

て考えられます。なお、厚生労働省及び農林水産省から米

国及びカナダにおける日本向け牛肉認定施設の査察につい

て（結果報告）がプレスリリース(http：／／www．mhlw．

go．jp／houdou／２００５／１２／h１２２６-２．html)されております

ので、ご覧頂きますよう、お願いいたします。

（問２）もう一つの重要な「前提」は、「全頭からの特定

危険部位の除去」です。しかし、この問題については、「答

申案」では、「（米国・カナダの）と蓄場の監視実態が不明

であり、安全担保の実効性に疑問が残る」との付帯事項を

付けています。このような疑問を解明するため、今後どの

ような現地確認・監視を予定されているのですか？

（問３）「答申案」の付帯事項では、「健康牛を含めた BSE

検査の継続が必要」ということもあげています。このこと

を、米国等にどのように求めていく予定ですか？

（問４）「答申案」の付帯事項では、さらに、「危険部位の

利用禁止と飼料への利用禁止」を米国等に求めることが記

されています。このことについても、米国等にどのように

求めていく予定ですか？ １１月１０日の報道では、米国では

食品医薬品局(FDA)の飼料検査には時間がかかり過ぎ、「汚

染が確認された時には、問題の飼料がすべて消費されてい

ることになりかねない」と会計検査院が警告しているとの

ことです。禁止だけでなく、その検査態勢の問題も含め、

調査・確認をして下さい。

（答２～４）リスク管理機関に係るご意見ですので、当方

からの回答は差し控えさせて頂きます。

（問５）食品安全委員会では、２９日までの期間、国民から

の意見（パブリックコメント）を募集しています。このよ

うなことを費用・時間をかけてするのは、輸入再開をする

かどうかを決めるための重要な参考意見を聞くためであっ

て、形の上で行うだけということでは決してない、と理解

いたします。食品安全委員会は、寄せられた国民の意見に

十分耳を傾け、尊重されると理解いたしますが、そのよう

な理解でよろしいでしょうか？

（答）募集期間中にお寄せいただいた意見・情報は、プリ

オン専門委員会の専門委員に送付させて頂きました。この

うち、誤植や分かりにくいとのご指摘を踏まえ、評価書案

を修正するとともに、ご意見に対する回答案を作成し、さ

らに、食品安全委員会における報告・審議を経て、リスク

管理機関に評価結果を答申しました。

他方、寄せられた意見・情報のうち、米国産牛肉等の輸

入再開に対する是非、管理措置の遵守等、リスク管理機関

に関わるものについて、既にリスク管理機関に送付し、適

切な対応を求めております。

質問２～４については、管轄外とのことで内閣府食品安

全委員会からの回答はありませんでした。これに対し、１

月１８日付けで厚生労働省と農林水産省へ回答を求める質問

状を再度提出しました。
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シリーズ�
原 記手の告 から

大津原告 上田 衛代氏
（２００１年５月２８日 大津地裁にて）

■意見陳述より

上田衛代で

ございます。

主人が亡くな

り、１年と５

ヶ月半が過ぎ

ました。他人

様は、月日が

解決してくれ

ますから…と

慰めてくださいますが、私は、日が経てば経つほど、空し

さが、悲しさが、悔しさとなって、１日として涙の乾く日

などございません。何故ならば、主人と過ごした４０数年間

のいろいろな事柄が昨日のことのように頭の中をよぎるか

らです。

主人は、「人は裸で生まれ、裸で死んでいく。僕は、思

いきって無から始めたいと思う。黙ってついてきてくれな

いだろうか。僕があなたの片足になる。あなたは僕の片腕

となってほしい…」そう言って、その４年３ヶ月前に、突

然目と足が不自由になった私に、求婚してくれました。結

婚生活は、山あり、谷あり…、それはそれは「大変」の連

続でした。でも、苦しいと思ったことは一度もありません

でした。

月日の経つのは本当に早いもので、私たちも元気な２人

の子どもに恵まれ、本当に絵に描いたような幸せな日々で

した。娘が小学４年生のときでしたか、「私、大きくなっ

たらお父さんと結婚したい」と主人に言ったとき、主人は

笑いながら、「やだよ…」と言ったことを思い出します。

息子は中学３年生の弁論大会の時、「僕が父に、父の跡を

継いで医者になりたいと言ったとき、父は『人の命を預か

る大変な仕事だ。人の命は金で買えないからなあ。無理を

するんじゃないぞ』と一言一言かみしめるように言いまし

た。僕はこの言葉で、医者になる決心を固めました」と述

べました。あとでこのことを聞いた主人は、あまり言葉に

はしませんでしたが、心の中でどれほど喜んでいたことで

しょう。

主人は、誠実で、親切、心から優しい人。山をこよなく

愛し、親思いでした。また、兄弟姉妹も本当に仲良しで、

そんな上田家の一員に加えていただいた私も、大変幸せ者

です。

１９９８（平成１０）年の６月８日、私の６９歳の誕生日でした。

主人は私に、「実は、もと（私のことです）が６０歳まで生

きられるだろうかと、１年１年が本当に怖かった。でも本

当によかった」と言ってくれました。それは私が心臓病を

患っていたからです。私は、その時の主人の嬉しそうな顔

が、今も忘れることができません。

「来年は２人とも７０歳。宗くん（息子のことです）が帰

ってきてくれるだろうか。そうなったらやっと第二の人生

だね。いろいろと考えていることがあるんだ」と、嬉しそ

うに缶ビールを、「今日は１本だけ」と言わず「もう１本」

と言い、「宗くんと一緒に病院をするのが最高なのかもし

れない。しかし昔の医療とだいぶ違うからなあ。僕は全面

的に宗くんに任せて、僕たち２人で病院周りの草むしりと

掃除でもしよう。学会とか用事のあるときは、僕が替われ

ば安心して行けると思う。そうなったら、まず兄ちゃんと

姉ちゃんと４人で四国の八十八か所巡りをしたい。それか

ら２人でエジプト、最後にドイツに連れて行きたい」と言

いました。

そんな夢と希望を語り、主人と、私の誕生日を喜んだの

も束の間、その２ヵ月後には足の痛みを訴え、毎晩恐ろし

い夢を見るようになり、夜な夜なベッドから落ちるように

なりました。

１９９８（平成１０）年１２月の孫の誕生日に、主人は、「どう

しても行きたい。もう最後かもしれない」と強く私に言い

ました。私たちは娘の車で、名古屋に行きました。小さな

声で盛んに「最後」と言っていました。食事が始まっても、

遂に好きなお酒は、口に運べませんでした。どうにか震え

る手で、孫の口にケーキを持っていくのが精いっぱいでし

た。翌日とうとう主人は入院しました。

そして２週間、この考えてもみなかった恐ろしいヤコブ

病と診断されました。主人は、息子に告知を受けたのです。

主人は、息子の説明をそれは静かに聞いていました。息子

は主人の冷静な姿に少し安堵して、名古屋に帰って行きま

した。それからです。主人は、ベッドから起き上がったか

と思うと、私に向ってこう叫んだのです。「厚生省に行っ

てくる、厚生省に。靴を、靴を貸して！」それは本当に大

変でした。私ではとても支えることはできませんでした。

看護婦さんを呼びました。主治医の先生も飛んでこられま

した。

主治医の先生から、「先生、歩けませんよ。どうしまし

た。厚生省には、僕から話しますから」。そう言われても、

主人は、それ以前にも増して激しくベッドで暴れました。

主人はとうとう、ベッドに手足を結わえられてしまいまし

た。

しばらくして、主人は静かになりました。そして、私に、

「どうして、どうしてこの僕が…。どうして…。僕は、人

の病を治す医者だよ。どうして…。本当にどうして…」と

言いました。それから少し間をおいて、「僕はもう終わっ

たんだ。最後なんだね」。小さな声で「ごめんね…」と言

いました。「いったい誰に謝ってるの。あなたは何も悪い

ことをしてないのに」そう言おうとして、私は主人の顔を

見ました。主人の目に、あふれ出た涙が溜まっていました。

私は、横にあった白いタオルで、そっと涙を押さえました。
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そして、ベッドに結わえられた主人の手をしっかり握っ

て、大きな声で泣きました。

そんな主人の言葉が、今も、私の足を毎日、お墓に向け

させます。主人が、最後に、私を連れて行きたいといった

ところが、ドイツであるというのも、なんとも不思議に思

えます。ビー・ブラウン社のヒト乾燥硬膜が、主人の命取

りになろうとは…、誰が想像できたでしょう。この硬膜さ

え輸入されていなかったら、厚生省が、いち早くこの硬膜

の使用を禁止してくれていたなら、主人も、また私たち家

族も、ここに立つことはなかったのです。

人の命を預かるべき人たちが、人の命を奪う。本当に許

せません。残念です。初心に帰り、人の心、人の道のわか

る人間になってほしいと思います。そうしたならば、「２、

３人の犠牲者はしかたない」とか、「ヤコブ病と一緒だ。

頭の中が空っぽになる」とか、そんなことは口に出ないは

ずです。許せません。本当に悔しいです。

悔しさ、無念の思いで亡くなった多くの方々は、冷たい

冷たい土の下でどう思っているでしょう。１日も早く、安

らかな眠りにつくことができますよう、また今なお、この

病気と闘っている皆様に、そして家族の方々に明るい光を

与えてくださいますよう、正しい心ある審判を、切に、切

にお願い申し上げます。

（『薬害ヤコブ病の軌跡 第２巻 被害・運動編』 薬害ヤコブ病

被害者・弁護団全国連絡会議：編 日本評論社 ２００４）

◆２月に東京で開かれた「プリオン病のサーベイランスと対策に関する全国担当者会議」に初め
て参加しました。各研究者の方々の報告を聞き、大変勉強になりました。また、サポートネッ
トの役割についても改めて考えさせられる機会となりました。３ヶ月間の本部勤務を終え、４
月初めに札幌へ帰ります。しばらくは札幌にて、専任相談員として勤務しますので、どうぞよ
ろしくお願いいたします。（浅川）

◆岐阜はこのところ少しずつ暖かくなり春の訪れを感じさせます。３月末の桜の開花が今から楽
しみです。（井上）

◆『ヤコブ・ネットＮＥＷＳ』へのご意見・ご感想をお寄せください。手記・絵手紙・イラスト
・詩・短歌・俳句・川柳等も随時募集しています。採用された方には薄謝（図書券）を進呈い
たします。

〈送付先〉
〒００３‐０８０６ 札幌市白石区菊水６条３丁目３―５―２０１

ヤコブ病サポートネットワーク 北海道相談窓口まで

〈表紙の解説〉

◇イラスト「ハリストス正教会」

函館の坂の上に立つ塔のきれいな教会です。

この町は好きで、煉瓦倉庫、ななかまど、八幡

坂などをこれまで書いています。今は、無謀で

すが、夜景に取りかかり悪戦苦闘しています。

（大津弁護士・三重利典）

◇うた「母さんのコスモス」

東京原告の池藤勇さんが、大津原告の谷たか

子さんを見舞った時に、亡くなった妻・幸子さ

んの姿に似ていることに衝撃を受け、「ヤコブ

病訴訟を支援できる、みんなでうたえる歌をつ

くりたい」と書いた詩がもとになりました。こ

の詩が、弁護団のつてで作曲家・林学氏に届け

られ、林氏によって作詞・作曲されたのが「母

さんのコスモス」です。薬害ヤコブ病訴訟のな

かで最初に生まれた歌です。

集 後編 記

ヤコブ病サポートネットワーク相談窓口
◇岐阜県中津川市（本部） ０５７３-６２-４９７０

＊eメール cs-net@takenet．or．jp

＊ホームページ http：／／www．cjd-net．jp

◇滋賀県大津市 0748‐72‐1478

◇東京都 03‐5391‐2100

◇札幌市 011‐813‐7049

〈ヤコブ病サポートネットワーク〉

2006年度総会のお知らせ
と き：５月２８日�１３：００～１７：００
ところ：日本福祉大学名古屋キャンパス

（鶴舞駅徒歩５分）

１．記念講演：葛原茂樹教授

（三重大学医学部神経内科）

２．総 会：２００５年度活動報告・会計決算

２００６年度活動方針・会計予算等

３．地方相談会

◆参加費無料。どなたでも参加できます。
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